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認
さ
れ
る
範
囲
で
避
難
者
へ
の
支

援
な
ど
地
域
と
協
力
で
き
る
体
制

の
構
築
を
進
め
て
は
。
i
帰
宅
困

難
者
へ
の
支
援
方
法
は
東
京
都
区

部
全
体
で
考
え
、
鉄
道
事
業
者
に

は
、
誘
導
を
義
務
づ
け
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
。
o
緊
急
の
情
報
こ

そ
文
字
で
伝
え
る
こ
と
が
行
政
の

責
務
で
は
。
町
会
掲
示
板
の
活
用

を
。区

長

q
全
職
員
対
象
の
第
３

次
配
備
態
勢
で
１
千
855
名
が
従
事

し
、
必
要
に
応
じ
て
河
川
の
警
戒
、

避
難
所
で
の
対
応
や
帰
宅
困
難
者

の
誘
導
な
ど
に
従
事
し
た
。
w
防

災
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
は
地
元
で
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
、
区
職

員
Ｏ
Ｂ
な
ど
も
視
野
に
入
れ
た
体

制
づ
く
り
を
検
討
す
る
。
e
3
区

長
が
住
居
等
を
喪
失
し
た
区
民
等

に
対
し
、
必
要
と
認
め
た
場
合
に

開
設
す
る
。
e
避
難
所
の
運
営
に

は
、
区
職
員
の
速
や
か
な
派
遣
が

必
要
と
考
え
、
地
域
防
災
計
画
の

見
直
し
と
あ
わ
せ
職
員
体
制
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
。
4
避
難
所
連

絡
会
議
の
中
で
必
要
に
応
じ
て
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
な
ど
の
検
討
を
す
る
。

5
今
後
、
私
立
学
校
と
も
意
見
交

換
を
行
い
、
初
動
態
勢
等
の
改
善

を
図
る
考
え
だ
。
6
検
討
を
行
っ

て
い
く
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

r
引
き
渡
し
完
了
が
翌
朝
の
７
時

の
学
校
も
あ
っ
た
。
今
後
は
す
べ

て
の
学
校
に
お
い
て
保
護
者
へ
の

引
き
渡
し
を
原
則
と
し
、
そ
れ
ま

で
は
学
校
が
児
童
・
生
徒
の
安
全

を
守
る
万
全
の
体
制
を
と
る
よ
う

徹
底
す
る
。
t
3
高
齢
者
等
地
域

見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
と
し

て
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
活

動
に
一
定
の
支
援
を
し
て
い
る
。

e
町
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
支

援
し
て
い
く
。
y
引
き
続
き
地
域

と
連
携
し
た
実
践
的
な
訓
練
を
行

っ
て
い
く
考
え
だ
。
i
都
の
対
応

方
針
を
踏
ま
え
課
題
を
整
理
し
、

事
業
者
や
鉄
道
事
業
者
を
含
む
関

係
機
関
に
働
き
か
け
る
。
o
町
会

と
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
検
討
し

て
い
く
。

教
育
次
長

u
学
校
と
保
護
者

と
十
分
に
協
議
し
て
進
め
る
。

自
転
車
の
交
通
安
全
対
策

に
つ
い
て

q
自
転
車
の
交
通
安
全
対
策
へ

の
考
え
は
。
w
警
察
と
連
携
し
た

街
頭
指
導
や
自
動
車
等
免
許
を
持

た
な
い
方
へ
の
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー

ア
ッ
プ
な
ど
の
指
導
が
必
要
で
は
。

都
市
環
境
事
業
部
長

q
自
転

車
事
故
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ル

ー
ル
や
マ
ナ
ー
の
向
上
が
重
要
な

課
題
だ
。
w
事
故
再
現
や
自
転
車

運
転
教
室
等
の
安
全
教
育
や
街
頭

指
導
を
警
察
と
連
携
し
て
進
め
て

い
る
。
免
許
証
を
保
有
し
て
い
な

い
方
へ
は
、
イ
ベ
ン
ト
等
を
活
用

し
、
幅
広
い
年
齢
層
を
対
象
に
周

知
徹
底
を
図
る
。

町
会
に
つ
い
て

q
各
町
会
と
も
町
会
員
の
獲
得

に
苦
慮
し
て
い
る
。
区
は
町
会
塾

の
開
催
等
多
く
の
支
援
を
し
て
い

る
が
、
新
た
な
取
り
組
み
を
始
め
、

加
入
促
進
を
図
っ
て
は
。
w
地
域

密
着
度
の
高
い
学
校
と
な
る
た
め

に
地
域
健
全
育
成
運
営
協
議
会
の

小
学
校
版
を
開
催
し
て
は
。

地
域
振
興
事
業
部
長

q
町
会

を
Ｐ
Ｒ
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
も

予
定
し
て
お
り
、
今
後
も
機
会
を

と
ら
え
て
加
入
促
進
に
努
め
る
。

w
委
員
の
負
担
に
配
慮
し
、
現
在

の
協
議
会
を
拡
充
し
、
活
性
化
を

図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

q
今
回
の
震
災
発
生
時
の
対
策

本
部
設
置
の
体
制
や
人
員
配
置
は
。

w
区
職
員
Ｏ
Ｂ
や
防
災
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
協
力
員
と
し
て
は
。
e
避

難
所
に
つ
い
て
3
避
難
勧
告
時
に

開
設
さ
れ
る
の
か
。
e
区
職
員
を

す
ぐ
に
派
遣
し
、
対
応
を
。
4
学

校
の
教
室
が
各
町
会
の
避
難
部
屋

に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
児
童
や

生
徒
が
残
っ
た
状
態
で
の
移
動
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
で
は
。
5
補
完

避
難
所
で
あ
る
私
立
学
校
等
と
も

連
携
を
と
り
、
素
早
い
対
応
を
。

6
備
蓄
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論

の
必
要
が
あ
る
の
で
は
。
r
区
内

小
学
校
で
は
、
一
律
の
規
則
に
よ

り
学
校
の
責
任
で
児
童
を
保
護
者

に
引
き
渡
す
の
が
妥
当
と
考
え
る

が
、
３
月
11
日
の
学
校
対
応
と
今

後
の
考
え
は
。
t
高
齢
者
の
安
全

確
保
に
つ
い
て
3
町
会
、
自
治
会

ご
と
に
見
守
り
の
仕
組
み
を
作
っ

て
は
。
e
希
望
者
に
救
急
情
報
キ

ッ
ト
の
提
供
を
。
y
行
政
と
地
域

が
一
体
と
な
り
、
防
災
セ
ン
タ
ー

で
各
町
会
、
自
治
会
ご
と
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
践
的
に
行
っ
て

は
。
u
中
学
生
は
身
の
安
全
が
確

渡部　　茂　議員（無品）

区内の震災対策について

子供にとっての放射線量安全基準値の早期設定等を求める意見書

東京電力福島第一原子力発電所において発生した事故により、東京都内においても大気等
から放射性物質が検出されています。
東京都は大気中の放射線量、水道水や降下物（塵や雨）等に関する放射線等の調査を実
施・公表しております。品川区においても、区民生活の安全・安心の観点から、小中学校
（プールを含む。）、保育園、公園等で放射線量を測定し、品川区民へ適切な情報の提供や必要
な対策に努めているところですが、放射線量の安全基準が明確でないため、児童・生徒の保
護者等からは、放射能の影響を懸念する声が数多く寄せられています。
国は福島県内の学校・幼稚園・保育所等の校庭・園庭等の利用判断における暫定的考え方
や児童・生徒等が学校・幼稚園・保育所等において受ける線量低減に向けた当面の対応を示
すにとどまっており、いまだに福島県外の学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全
基準等については示していません。
ついては、次代を担う子供たちが安心して生活できるよう、品川区議会は、政府に対し、
放射線量の安全基準値の早期設定等を下記のように強く要望します。

記

１　学校・幼稚園・保育所等における放射線量の安全基準値を早急に策定し、公表すること。

２ 安全基準値を超えた場合の対応策を示すとともに、その対応等に要した費用については、
国が全額負担すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

平成23年７月６日
品川区議会議長　鈴　木　真　澄

内閣総理大臣　菅　　　直　人　様
文部科学大臣　高　木　義　明　様
厚生労働大臣　細　川　律　夫　様

請願・陳情の審査結果（平成23年第2回定例会）�

付託委員会�

厚生委員会�

文教委員会�

請願・陳情件名� 受理番号� 審査結果※�

不採択�

採択�

不採択�

不採択�

平成23年 請願 第14号�

平成23年 陳情 第 3 号�

平成23年 請願 第13号�

平成23年 請願 第15号�

国保料の引き下げと区民説明会を求める請願�

品川健康センター7Fホールに鏡の設置を求める陳情�

�

区立小中学校の給食直営校の存続を求める請願�

品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、審査結果をお知らせします。�

※採択（区議会として、ご希望に賛同します。）　不採択（区議会としては、ご希望に賛同しかねます。）�

子ども達の教育環境・地域の避難所としての施設改善
を求める豊葉の杜学園について設計変更に関する請願�

9月26日（月）～
28日（水）の3日
間にわたって放送
します。

本会議・委員会の日程（予定）
本会議の一般質問と答弁をケーブルテレビ品川の「品川区民チャ
ンネル」で放送します。

第
3
回
定
例
会

本
会
議

開催日時 放送内容 放送日 再放送日

9月21日（水）
午後1時から

9月22日（木）
午前10時から

10月21日（金）
午後1時から

放送はありません

9月28日（水）～
30日（金）の3日
間にわたって放送
します。

委員会名 開 催 日 時

総　　　　務

区　　　　民

厚　　　　生

建　　　　設

文　　　　教

行財政改革

震 災 対 策

決　　　　算

8月22日（月） 9月26日（月）・27日（火）
午後1時から 午前10時から 午前10時から

8月22日（月） 9月26日（月）・27日（火）
午後1時から 午前10時から 午前10時から

8月22日（月） 9月26日（月）・27日（火）
午後1時から 午前10時から 午前10時から

8月22日（月） 9月26日（月）・27日（火）
午後1時から 午前10時から 午前10時から

8月22日（月） 9月26日（月）・27日（火）
午後1時から 午前10時から 午前10時から

8月23日（火） 9月28日（水）
午後1時から 午前10時から

8月24日（水） 9月29日（木）
午後1時から 午前10時から

10月3日（月）～5日（水）・11日（火）～13日（木）・17日（月）
※すべて午前10時から開催します

10月17日（月）に行われる決算特別委員会総括質疑の模様を放送する予定です。
放送日時などの詳細は、「品川区議会ホームページ」「広報しながわ」等をご覧ください。

ケーブルテレビで放送された会議の様子は、放送終了後に品川区議会ホームページで
配信します。また、DVD、ビデオテープを貸し出しています。ご希望の方は区議会事務局調
査係 5742-6810へお電話ください。

決算特別委員会総括質疑も放送します

一 般 質 問
と 答 弁

手話通訳を
取り入れて
います。

委
員
会

常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

10月1日（土）

10月2日（日）


